
ＴＣＮ緊急地震速報サービス利用規約 
 

東京ケーブルネットワーク株式会社（以下「ＴＣＮ」という。）とＴＣＮが行うサービスを受ける者（以

下「利用契約者」という。）との間に結ばれる利用規約は以下の条項によるものとします。 

 

第 １ 条 （利用規約の適用） 

ＴＣＮは、このＴＣＮ緊急地震速報サービス利用規約（以下「本規約」という。）を定め、これにより

「ＴＣＮ緊急地震速報サービス」（以下「本サービス」という。）を提供します。 

 

第 ２ 条 （緊急地震速報） 

１．緊急地震速報とは地震の発生直後に、震源に近い地震計でとらえた観測データを解析して震源や地

震の規模（マグニチュード）を直ちに推定し、これに基づいて各地での主要動の到達時刻や震度を

推定し、可能な限り素早く知らせるものです。 

２．ＴＣＮは、気象庁およびデータ配信者から地震発生の情報を受信した場合、即座に利用契約者の属

する地域における主要動の到達時間、震度を演算し、「震度３以上」の揺れが生じると予測された

場合に、利用契約者の設置した「緊急地震速報端末」（以下「専用端末」という。）に情報を配信し、

通報を行います。 

３．緊急地震速報には、情報を発表してから主要動が到達するまでの時間は、長くても数十秒から十数

秒と極めて短く、震源に近いところでは情報が間に合わないことがあります。また、ごく短時間の

データだけを使った情報であることから、予測された震度に誤差を伴うなどの限界もあります。緊

急地震速報を適切に活用するためには、このような特性や限界を十分に理解する必要があります。 

 

第 ３ 条 （サービスの提供） 

１．本サービスの提供範囲はＴＣＮが事業を行うエリア内とします。 

２．本サービスの利用は、利用契約者の館内テレビ系統が本サービスを提供できる仕様である場合に限

ります。 

３．前各項の場合であって本規約に同意し、ＴＣＮが別に定める利用申込書を作成した方に本サービス

を提供します。 

４．第１項に定めるエリア内において、住居の移転等により専用端末を移動される場合は、ＴＣＮが再

度専用端末の位置情報を設定する必要があるため、ＴＣＮへ連絡をしていただくことが必要です。 

 

第 ４ 条 （専用端末の貸与） 

１．専用端末は、ＴＣＮが利用契約者に対して貸与するものですから、利用契約者は第三者に対し貸与、

譲渡または売却等できないものとします。 

２．利用契約者が前項に違反したことによって、利用契約者または第三者に発生した損害について、Ｔ

ＣＮは一切その責を負いません。 

３．本サービス終了時には、専用端末をＴＣＮに返却するものとし、返却されない場合、もしくは、利

用契約者の責による損壊、紛失等の場合には、利用契約者は、損害賠償金として親機１台につき 

２０，０００円（不課税）、子機１台につき１５，０００円（不課税）をＴＣＮに支払うものとし

ます。 

 

第 ５ 条 （料金） 

１．利用契約者は、ＴＣＮが末尾記載の別表に定める料金を、サービスの提供を受け始めた日またはＴＣ

Ｎが専用端末を発送した日の翌月の料金から毎月支払うものとします。 

２．ＴＣＮは、経済環境の変動あるいは、提供するサービス内容の拡充等により、料金の改定をするこ

とがあります。 

 

第 ６ 条 （利用契約者の義務） 

利用契約者は本サービスを利用するにあたって、以下の事項を義務として遵守するものとします。 

(1)本サービスは予測される地震情報を配信するものであり、身体・財物の安全・安心を保証するシス

テムではありません。 

(2)地震情報が配信された場合においては利用契約者の判断において行動をしてください。 

(3)不特定多数の来場者、来客者の集まる場所での利用に関しては利用契約者の責任において利用する



ものとし、本サービスの情報が配信された場合は、利用契約者の責任において速やかに安全の確保と

避難誘導を行ってください。 

(4)利用契約者は、善良な管理者としての注意義務を守って、専用端末が正常に動作していることを確

認してください。 

 

第 ７ 条 （利用停止・解除） 

１．利用契約者が料金の支払いを支払期日より遅延した場合は、支払期日の翌日から支払日までの間、年

利１４．５％の遅延損害金をＴＣＮに支払うものとします。 

２．利用契約者が利用料金等を滞納し、もしくは、本規約に違反する行為をしたときは、ＴＣＮは直ちに

サービスの停止をすることができます。 

３．ＴＣＮは、利用契約者が次の各号に該当した場合、何らの催告をすることなく直ちに契約の解除がで

きるものとし、かつ、これによってＴＣＮが被った損害の賠償を請求できるものとします。この場合、

第４条第３項を適用するものとします。 

(1)利用料金等を遅延したとき、または、前項によってサービスの停止をされた日から１ヶ月以内に

再開を申し出なかったとき。 

(2)その他、本規約に著しく違反する行為、もしくは、ＴＣＮに著しい損害を与えたとき。 

 

第 ８ 条 （反社会的勢力の排除について）  

１．ＴＣＮ及び利用契約者は、それぞれ相手方に対し、次の各号の事項を確約します。 

(1)自らまたはその役員（業務を執行する社員、取締役、執行役またはこれらに準ずる者をいう。）

が、暴力団、暴力団関係企業、総会屋もしくはこれらに準ずる者またはその構成員（以下総称し

て「反社会的勢力」という。）ではないこと。 

(2)本契約の締結が、反社会的勢力の活動を助長し、またはその運営に資するものでないこと。 

２．ＴＣＮ及び利用契約者は、反社会的勢力の排除に厳正に取り組んでおり、双方が相手方による前項

の確約に依拠して本契約の締結および履行をするものであることを確認します。 

３．ＴＣＮまたは利用契約者の一方について、第１項の確約に反する事実が判明した場合には、その相

手方は、書面で通知を行うことにより何らの催告も行うことなく、本契約を解除することができる

こととします。 

 

第 ９ 条 （名義変更・譲渡） 

利用契約者が、同居の親族間の相続等正当な事由によって名義を変更しようとされる場合、予め書面に

よる届出をしていただき、ＴＣＮがこれを承認したときは、利用契約者名義が変更されるものとします。

この場合、新利用契約者の名義変更に関わる事務手数料は無料とします。 

 

第１０条 （損害賠償） 

１．第２条記載の地震情報に関して、誤報やシステム障害、端末故障等による情報の不達、あるいは情

報配信を行った結果生じた損害においても、利用契約者は、ＴＣＮにその損害賠償を請求すること

はできないものとします。 

２．利用契約者はＴＣＮの施設の維持管理に必要上、サービス提供が一時的に停止することを承認するも

のとし、それに伴う損害賠償請求を行わないものとします。 

３．ＴＣＮは、天災、事変、その他ＴＣＮの責に帰することのできない事由によって、サービス提供の停

止に基づく損害の賠償には応じないものとします。 

４．利用契約者が本サービスの情報を受け、その情報を第三者に提供する場合は、利用契約者がその提

供に関する責任を負うものとします。 

 

第１１条（提供情報の追加） 

１．ＴＣＮは、第２条（緊急地震速報）以外の災害情報を追加して提供する場合があります。 

２．前項による災害情報の追加をする場合は、可能な限りの方法（コミュニティーチャンネルおよびホ

ームページまたは配布物等）において事前に利用契約者へ連絡することとします。通報内容（災害

情報の音声表現）については、利用契約者へ事前連絡なく変更することができます。 

 

 

 



 

第１２条 （利用規約の変更） 

ＴＣＮは、以下の場合において、ＴＣＮの裁量により規約を変更することができるものとします。この場
合には、料金その他の提供条件は、変更後の規約によります。 

(1)規約の変更が、契約者の一般の利益に適合するとき。 
(2)規約の変更が、契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、変更の

内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。 
２．ＴＣＮは、前項による規約の変更にあたり、規約に明示された効力発生日の１か月前までに、規約を

変更する旨及び変更後の規約の内容とその効力発生日をＴＣＮウェブサイト（ＵＲＬ）に掲示し、ま
たは契約者に電子メールで通知します。 

３．変更後の規約の効力発生日以降に契約者がＴＣＮサービスを利用したときは、当該契約者は、規約の
変更に同意したものとみなします。 

 

第１３条 （協議） 

本規約に定めのない事項、あるいは疑義が生じた場合は、誠意をもって協議のうえ、解決にあたるものと

します。 

 

附  則 

１．ＴＣＮは特に必要があるときには、本規約に特約を付することができるものとします。 

２．本規約は２０１４年４月１日より施行します。 

３．本規約は２０１９年１０月１日より施行します。 

４．本規約は２０２０年８月１日より施行します。 

５．本規約は２０２２年６月３０日より施行します。 

 

別表 

〔料金表〕 

項目 金額 

事務手数料 １，１００円（税込） 

取付工事費 ５，５００円（税込） 

端末有償貸与（月額） 
親機 ３３０円（税込） 

子機 ２２０円（税込） 

 


